
大阪府個人情報保護条例（抜粋） 

 

(収集の制限) 

第七条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を具体的に

明らかにし、当該目的の達成のために必要な範囲内で収集しなければならない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。 

３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき。 

二 法令又は条例の規定に基づくとき。 

三 他の実施機関から提供を受けるとき。 

四 出版、報道等により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。 

五 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

六 犯罪の予防等を目的とするとき。 

七 前各号に掲げる場合のほか、大阪府個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を

聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又

はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外のものから収集することに

相当の理由があると実施機関が認めるとき。 

４、５省略 

 

(利用及び提供の制限) 

第八条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を、当該実施機関内において利用し、

又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると

きは、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。 

二 法令又は条例の規定に基づくとき。 

三 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供することが正当であると認めら

れるとき。 

四 個人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

五 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために利用し、又は提供する場合で、本人又は第三者

の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

六 犯罪の予防等を目的として実施機関内において利用する場合で、当該目的の達成に必要な限

度で利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があると認められるとき。 

七 犯罪の予防等を目的として、他の実施機関、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は

地方独立行政法人に提供する場合で、当該目的の達成に必要な限度で提供し、かつ、当該個人

情報を提供することについて相当の理由があると認められるとき。 

八 犯罪の予防等を目的として、前号に規定する者以外のものに提供する場合で、当該目的の達

成に必要な限度で提供し、かつ、当該個人情報を提供することについて特別の理由があると認

められるとき。 

九 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当な理由が

あると実施機関が認めるとき。 

２、３ 省略 

 

資料 9 


